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な
高
齢
者
の
福
祉
避
難
所
「
生
出
炭
の
家

宅
老
所
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
同
市
は
福

祉
避
難
所
を
事
前
に
指
定
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
福
井
県
の
緊
急
消
防
援
助
隊

の
派
遣
を
き
っ
か
け
に
、
福
井
県
勝
山
市

の
協
力
を
得
て
、
開
所
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
一
機
関
の
み
に
よ
る
支
援
で

は
難
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
五
月
以
降
の

運
営
を
㈳
全
国
老
人
保
健
施
設
協
会
の
被

災
地
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
（医）

青
山
会
（
三
浦
市
）
に
委
託
し
、同
法
人
・

三
浦
市
社
協
・
横
浜
市
老
人
保
健
施
設
連

絡
協
議
会
等
の
混
成
チ
ー
ム
に
よ
り
、
六

月
十
五
日
ま
で
の
間
、
そ
の
機
能
を
果
た

し
ま
し
た
。

　
「
生
出
炭
の
家
宅
老
所
」
の
支
援
目
的

は
、
仮
設
住
宅
等
で
生
活
を
再
開
で
き
る

よ
う
心
身
機
能
の
維
持
を
図
る
こ
と
、
一

時
的
な
福
祉
施
設
入
所
の
受
け
入
れ
先
の

確
保
に
向
け
た
連
絡
調
整
等
で
す
。

　

現
地
で
活
動
し
た
漆
間
伸
之
さ
ん
（
横

浜
市
老
人
保
健
施
設
連
絡
協
議
会
副
会

長
）
は
、「
被
災
し
た
家
族
が
生
活
を
再

建
す
る
た
め
に
も
、
支
援
が
必
要
な
高
齢

者
を
一
時
的
に
受
け
入
れ
る
福
祉
避
難
所

の
役
割
は
大
き
い
」
と
し
、
さ
ら
に
運
営

面
で
は
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

る
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
ま
す
。

報
告
３　

 

県
外
の
派
遣
職
員
と
の
連
携

　

宮
城
県
石
巻
市
で
障
害
者
施
設
等
を
運

営
す
る
（福）
石
巻
祥
心
会
は
、
発
災
後
、
浸

に
始
ま
り
、
避
難
所
や
仮
設
住
宅
へ
の
訪

問
、
女
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と

の
協
働
に
よ
る
高
齢
者
の
生
活
課
題
の
調

査
等
へ
と
移
行
し
て
い
ま
す
。
女
川
町
介

護
福
祉
課
か
ら
「
町
民
は
も
ち
ろ
ん
、
疲

労
を
た
め
込
む
職
員
も
守
り
た
い
。
何
よ

り
も
人
手
が
必
要
」
と
の
声
を
受
け
、
現

在
、第
三
次
活
動
が
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

　

被
災
地
で
は
、
全
体
的
な
情
報
集
約
に

時
間
が
か
か
り
、
効
果
的
な
支
援
体
制
を

構
築
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
同
協
会
の
阿
部
充
宏
理
事
長
は
「
要

介
護
者
と
日
常
的
に
関
わ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
が
発
災
時
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を

生
か
し
て
、
ど
の
よ
う
に
情
報
集
約
に
関

わ
っ
て
い
く
べ
き
か
。
本
県
に
お
い
て
も

検
討
し
て
い
く
」
と
課
題
を
持
ち
帰
っ
て

い
ま
す
。
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全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援

　

岩
手
県
陸
前
高
田
市
で
は
四
月
五
日
、

被
害
の
少
な
か
っ
た
生
出
地
区
の
炭
焼
き

体
験
施
設
を
利
用
し
、
特
に
配
慮
が
必
要

SPECIAL

水
を
免
れ
た
事
業
所
を
福
祉
避
難
所
と
し

て
開
放
し
、
病
院
を
退
院
し
た
方
や
、
一

般
避
難
所
で
の
生
活
が
難
し
い
障
害
当
事

者
と
そ
の
家
族
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
被
災
し
た
障
害
者
向
け
の
仮
設
住

宅
の
建
設
を
進
め
、そ
の
開
所
ま
で
の
間
、

福
祉
避
難
所
の
運
営
を
続
け
ま
し
た
（
七

月
三
日
閉
所
）。

　

神
奈
川
県
知
的
障
害
施
設
団
体
連
合
会

は
四
月
十
日
よ
り
職
員
を
派
遣
し
、
延
べ

八
百
五
十
一
名
の
施
設
職
員
が
現
地
支
援

に
携
わ
り
ま
し
た
。

　

被
災
地
と
の
調
整
役
を
担
っ
た
、
同
連

合
会
の
森
下
浩
明
さ
ん
（
（福）
み
な
と
舎
）

は
、「
刻
一
刻
と
変
化
す
る
現
地
の
状
況

に
つ
い
て
、
短
期
間
で
入
れ
替
わ
る
県
外

か
ら
の
派
遣
職
員
も
情
報
共
有
し
、
共
通

認
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
」と
し
て
い
ま
す
。

本
県
に
お
け
る
災
害
時
要
援
護
者

支
援
に
向
け
て

　

前
述
の
本
県
指
針
は
、「
発
災
直
後
は

公
助
・
共
助
の
し
く
み
が
一
時
的
に
混
乱

し
、
本
格
的
な
活
動
に
時
間
を
要
す
る
こ

と
を
念
頭
に
、
自
助
・
共
助
・
公
助
に
つ

な
が
る
一
連
の
取
り
組
み
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
防
災
計
画
の
見
直
し
が
急
務
と

さ
れ
る
中
、一
人
ひ
と
り
の
防
災
意
識
と
、

要
援
護
者
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
こ
と
の
な
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
向
け
て
、
本
会

に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

通
し
て
、
災
害
時
対
応
の
情
報
交
換
や
、

全
国
レ
ベ
ル
の
連
携
の
促
進
等
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

（
企
画
調
整
・
情
報
提
供
担
当
）

被災地支援に関わる方へのメッセージ

独立行政法人神奈川県立病院機構
神奈川県立こども医療センター
　児童思春期精神科部長　新井 卓

「支援者も心のケアを大切に」
　今回の東日本大震災では、地震・津波に加えて原
子力発電所の放射能被害と、これまでに例をみない
多くの方々が被災されています。そして、さまざま
な領域で支援者の活動も繰り広げられています。被
災された方々の心のケアが必要なことはもちろんで
すが、ここで忘れてはならないのは、支援者の心の
ケアも重要だということです。
　支援者は、その使命感からくる過度の活動や自ら
が被災から免れたことに対する罪責感など、さまざ
まな心理的ストレスにさらされているといえます。
数多くの被災体験を連日傾聴するだけで、いわば二
次的な心的外傷を体験することになるともいわれて
います。支援者はこうした心理的状態に陥る可能性
を知っておくこと、支援者自身も心理的ケアを受け
ることに寛容であることが求められるでしょう。こ
うした準備があって初めて、本当の意味での支援者
となれるのかもしれません。

被災した高齢者の訪問記録は一
日80件以上あり、情報集約にか
かる事務負担も大きい

※ 

同
協
会
で
は
、
被
災
地
で
の
活
動
報
告
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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http://w
w
w
.care-m

anager.or.jp/


